
東 北 森 林 管 理 局 内 の 業 務 内 容 等 

*青 森 事 務 所 青 森 、 岩 手 及 び 宮 城 県 の 管 内 に 係 る 連 絡 調 整 及 び 

技 術 指 導 等 に 関 す る 業 務 

企 画 調 整 室 森 林 管 理 局 の 総 合 企 画 ・ 調 整 、 事 務 改 善 及 び 監 査 

東 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 0 5） 5 

総 務 課 広 報 、 職 員 の 人 事 及 び 教 養 ・ 訓 練 並 び に 服 務 関 係 、 

北 総 文 書 管 理 、 情 報 公 開 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 0 0） 5 

務 職 員 厚 生 課 職 員 の 給 与 ・ 賃 金 及 び 労 務 厚 生 、 宿 舎 管 理 、 共 済 、 

森 安 全 衛 生 並 び に 労 働 組 合 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 2 3） 5 

部 

経 理 課 経 費 の 歳 入 ・ 歳 出 及 び 予 算 ・ 決 算 、 物 品 管 理 、 庁 舎 

林 営 繕 、 庁 中 取 締 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 3 3） 5 

計 画 課 国 有 林 野 等 の 施 業 計 画 、 流 域 管 理 、 境 界 管 理 ・ 測 

管 計 定 審 査 及 び 自 然 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 4 6） 5 

画 指 導 普 及 課 技 術 開 発 に 関 す る 調 査 ・ 研 究 、 森 林 ・ 林 業 に 関 す る 

理 知 識 の 普 及 及 び 民 有 林 の 営 林 指 導 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 5 7） 5 

部 

白 神 山 地 世 界 遺 産 地 域 の 森 林 の 保 全 ・ 管 理 、 森 林 * 藤 里 森 林 セ ン タ ー 

環 境 教 育 等 に 関 す る 業 務 局 

主 に 白 神 山 地 暗 門 川 ・ 赤 石 川 ・ 十 二 湖 周 辺 、 岩 木 * 津 軽 白 神 

山 周 辺 及 び 屏 風 山 周 辺 の 国 有 林 野 を 活 用 し て 行 う 森 林 環 境 保 全 

自 然 再 生 活 動 、 生 物 多 様 性 の 保 全 、 森 林 環 境 教 育 ふ れ あ い セ ン タ ー 

等 へ の 技 術 的 支 援 等 に 関 す る 業 務 

主 に 朝 日 連 峰 の 国 有 林 野 及 び 庄 内 海 岸 林 等 を 活 用 * 朝 日 庄 内 

し て 行 う 自 然 再 生 活 動 、 森 林 環 境 教 育 等 へ の 技 術 森 林 環 境 保 全 

的 支 援 等 に 関 す る 業 務 ふ れ あ い セ ン タ ー 

国 有 林 野 管 理 課 国 有 林 野 の 利 活 用 、 国 有 林 野 等 の 財 産 管 理 、 森 林 

警 察 及 び 訟 務 、 分 収 林 事 業 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 6 5） 5 

森 林 技 術 セ ン タ ー 国 有 林 野 を 利 用 し て 行 う 技 術 の 開 発 、 指 導 及 び 普 * 

及 等 に 関 す る 業 務 

森 林 整 備 課 国 有 林 野 の 造 林 、 林 道 の 開 設 及 び 改 良 、 森 林 病 害 

森 虫 の 駆 除 ・ 防 除 並 び に 保 護 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 7 5） 5 

林

整 販 売 課 国 有 林 野 の 林 産 物 、 土 石 等 副 産 物 の 収 穫 、 生 産 、 

備 販 売 及 び 林 産 物 の 市 況 調 査 等 に 関 す る 業 務 （ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 8 4） 5 

部 

治 山 課 保 安 林 及 び 治 山 事 業 に 関 す る 業 務 

（ 0 50 - 3 1 6 0 - 6 4 9 4） 5 

注） 「*」印は、東北森林管理局本局（秋田市）以外の場所に設置されている組織です。


